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最
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度
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（定期）報

告県最県定 毎
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償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に

告

口
県
告
示
第
百
五
十
九
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成

す
る
。

正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非

額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

営
南
周
防
地
区
（
西
山
・
潤
田
換
地

目

次

示議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る

週
火
・
金
曜
日
発
行

事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ

支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休

示

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る

四
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償

示
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
一

置
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共

項
の
規
定
に
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届
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区
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農
地
再
編
整
備
事
業
に
係
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務
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害
補
償
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係
る
補
償
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礎

正
（
給
与
厚
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第

告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）
…い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間

業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低

日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た

機
関
の
指
定
の
解
除

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
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…
…
二

課
）
…
…
…
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…
二
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…
三

不
換
地
の
指
定

（
農
村
整
備
課
）
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…
三
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の
最
低
限
度
額
及
び

…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
一

十
条
の
二
第
一
項
に
規

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適

例
に
よ
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態

に
、
「
五
万
六
千
六
百
円
」
を

の
項
中
「
五
万
二
千
百
五
十
円

万
八
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
六
十
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常

規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ

第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定

九
円
」
に
、
「
一
六
、
二
八
一

七
五
円
」
に
、
「
一
八
、
八
三

七
二
九
円
」
に
、
「
二
一
、
七

「
六
、
六
五
四
円
」
に
、
「
二

を
「
六
、
四
七
四
円
」
に
、
「

円
」
を
「
五
、
八
七
八
円
」
に

三
円
」
を
「
四
、
七
三
一
円
」

〇
〇
一
円
」
を
「
一
五
、
九
九

前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十

表
中
「
四
、
三
〇
八
円
」
を

円
」
に
、
「
五
、
〇
二
四
円
」

円
」
に
、
「
一
三
、
四
四
七
円

用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介

八
日

山
口

の
項
中
「
十
万
四
千
二
百
九
十
円

「
五
万
六
千
七
百
九
十
円
」
に
改

」
を
「
五
万
二
千
二
百
九
十
円
」

勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口

の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
は
、
平

円
」
を
「
一
六
、
一
九
二
円
」
に

四
円
」
を
「
一
八
、
六
八
〇
円
」

八
四
円
」
を
「
二
一
、
四
七
二

四
、
五
三
二
円
」
を
「
二
三
、
九

二
五
、
三
七
六
円
」
を
「
二
五
、

、
「
二
四
、
一
一
四
円
」
を
「
二

に
、
「
一
九
、
一
六
七
円
」
を
「

一
円
」
に
改
め
る
。

八
日

山
口

「
四
、
四
七
五
円
」
に
、
「
一
三

を
「
五
、
〇
三
〇
円
」
に
、
「
五

」
を
「
一
三
、
五
七
三
円
」
に
、

一

護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

県
知
事

村

岡

嗣

政

」
を
「
十
万
四
千
五
百
七
十
円

め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状

に
、
「
二
万
八
千
三
百
円
」
を
「

関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項

県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一

補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の

成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期

、
「
六
、
五
二
四
円
」
を
「
六
、

に
、
「
六
、
六
〇
一
円
」
を
「
六

円
」
に
、
「
六
、
七
〇
八
円
」

八
四
円
」
に
、
「
六
、
三
七
五
円

一
九
一
円
」
に
、
「
五
、
九
二

四
、
一
三
九
円
」
に
、
「
四
、
七

一
九
、
三
八
五
円
」
に
、
「
一
五

県
知
事

村

岡

嗣

政

、
〇
四
〇
円
」
を
「
一
三
、
〇
〇

、
六
一
一
円
」
を
「
五
、
五
八

「
六
、
一
〇
四
円
」
を
「
六
、
〇

の」態二 に部二間 四、を」二二、 五五六

告

示



平

五

成 年 月 日 火曜日

二
ダ

三
名ダ

四

山 口

日
か

振
興

一

（定期）県 報

（
一大

と
お当

第 号

山
新

に
規名

常
盤

平
成
二
十
七
年
十
二
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

佐
賀

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ

所
在
地

下
関
市
羽
山
町
一
三

公

四
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

口
県
告
示
第
百
六
十
一
号

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

定
す
る
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

薬
品
株
式
会
社

の
合
計

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇

日 、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

ま
す
。

山
口
県
知

在
地

ク
ス
下
関
羽
山
店

二
二
の
一

告

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律

定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

山
口
県
知

称

指
定
解
除
年

平
成
二
七
、

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

八
番
二
号

原
田

健

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

貞
方

宏
司

及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業

事

村

岡

嗣

政

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八

第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
七
号

事

村

岡

嗣

政

月
日

三
、
三
一

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
一
四
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
十
二
月
九
日
山
口
県

陽
小
野
田
市
か
ら
意
見
を
聴
き

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
七

労
働
部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
四
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
八
日

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

三
四
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

一
、
六
四
四
平
方
メ
ー
ト

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

駐
車
場
の
収
容
台
数

六
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

及
び
所
在
地

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
四
〇
九
）
に
係
る
大
規
模

ま
し
た
。

年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月

田
市
産
業
振
興
部
商
工
労
働
課
に

八
日

山
口

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

時
ま
で

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
時
三
十
分
ま
で

ルの
配
置
に
関
す
る
事
項

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

二
十
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
九
時

午
後
一
〇
時

二

成山工。

公

告



平成 年 月 日 火曜日

二
下土

山 口 県

土

（定期）報

土
改
良

一
下

第 号

二（
一

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

関
市
豊
北
町
農
地
開
発

地
改
良
区

理

地
改
良
区

監

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
監
事
の

関
市
豊
北
町
農
地
開
発

理

名

称

お
の
だ
サ
ン
パ
ー
ク

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
中
川

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

四
四
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏

松
田

清

〇

白
石

隆
雄

豊

藤
田

芳
幸

別

氏

名

住

事

杉
井

正
剛

下
関
市
豊

河
田
征
四
郎

豊

佐
々
木
磯
址

豊

末
田

利
美

永
岡

学

豊

佐
々
木
磯
址

末
田

利
美

松
田

清

〇

白
石

隆
雄

豊

事

岸
田

道
夫

豊

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

別

氏

名

住

事

杉
井

正
剛

下
関
市
豊

六
丁
目
四
番
一
号

。名
及
び
住
所
の
届
出

一
一
〇
一
の
一

北
町
大
字
阿
川
一
二
八
八

三
一
一
三
の
一

所

北
町
大
字
田
耕
九
二
一

北
町
大
字
北
宇
賀
二
八
九
〇

北
町
大
字
滝
部
三
七
五
四
の
六

一
六
六
六

北
町
大
字
滝
部
二
二
六
九

三
七
五
四
の
六

一
六
六
六

一
一
〇
一
の
一

北
町
大
字
阿
川
一
二
八
八

北
町
大
字
滝
部
五
六
八
七
の
二

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

村

岡

嗣

政所

北
町
大
字
田
耕
九
二
一

字 字字

る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三

業
の
施
行
に
係
る
西
山
・
潤
田

指
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十

土

地

の

所

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
川
西
字

（
一
四
五
）
国
営
南
周
防
地
区

指
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

一
六
七
〇

一
六
八
〇
の
三

京
人
一
七
一
二
の
一

木
安
八
一
六
の
三

一
六
二
七
の
一

一
六
三
八
の
一

一
六
三
八
の
四

一
六
六
一
の
一

一
六
六
三
の
三

一
六
六
三
の
四

重
長
一
六
六
七
の
八

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
営

換
地
区
に
つ
き
、
次
の
従
前
の
土

八
日

山
口

在

地

下
関
七
七
三
の
二

公
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